
奈
良
県
第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
六
号

奈
良
県
第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

施
設
及
び
そ
の
使
用
料

１

運
動
場

使

用

料

区

分

午

前

午

後

全

日

午
前
九
時
か
ら
正

午
後
一
時
か
ら
午

午
前
九
時
か
ら
午

午
ま
で

後
五
時
ま
で

後
五
時
ま
で

全

面

三
、
〇
八
〇
円

四
、
六
二
〇
円

七
、
四
〇
〇
円

半

面

一
、
七
四
〇
円

二
、
五
七
〇
円

四
、
一
一
〇
円

備
考

午
後
五
時
以
後
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
一
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
に
あ

つ
て
は
千
百
三
十
円
、
半
面
使
用
に
あ
つ
て
は
六
百
十
円
と
す
る
。

２

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

区

分

使

用

料

一

面

一
時
間
に
つ
き

五
五
〇
円

３

フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ー
ル



区

分

使

用

料

小

人

一
人
一
回
に
つ
き

四
三
〇
円

大

人

一
人
一
回
に
つ
き

八
七
〇
円

備
考１

「
小
人
」
と
は
、
学
齢
に
達
し
な
い
者
並
び
に
小
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
の

児
童
を
い
い
、
「
大
人
」
と
は
、
小
人
以
外
の
者
を
い
う
。

２

四
歳
未
満
の
者
が
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。

３

二
十
人
以
上
の
団
体
で
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
百
分

の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
利
用
料
金
の
額
の
定
め
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
利
用
料
金
の
額
の
定
め
は
、
施

行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
条

例
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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